
東京都と公益財団法人東京観光財団は、島しょ地域の観光関連施設や島内交通の
バリアフリー化の促進に向け、施設整備や車両導入等を支援しています。この度、
令和８年度の申請受付を開始いたします。この機会にぜひご活用ください！

この機会にぜひご活用ください！

● 専門家が施設や車両の課題やニーズを踏まえ効果的な対策等を
 助言いたします

補助対象経費 補助率 補助限度額

Ａ ・バリアフリー化に係る
施設整備、備品購入、実施設計

５分の４
以内

1,500万円
  うち備品購入は200万円まで
  うち実施設計は100万円まで

Ｂ

・バリアフリー車両の導入経費 ※
・既存の車両にスロープやリフト
装置を設置する経費

※  通常車両の導入価格との差額

10分の10
以内

１台あたり40万円
  ただし車椅子ごと乗れる
  リフト装置の場合は150万円

【問い合わせ先】
＜事業全般＞  産業労働局観光部受入環境課

                     代表番号 03-5000-7326
＜補助金申請方法等＞      (公財)東京観光財団 観光産業振興部観光インフラ整備課

                                                電話 03-5579-8463
＜アドバイザー派遣申込＞ 島しょバリアフリー化整備支援事務局 電話 03-5657-0840

詳細は裏面を御覧下さい

島しょ地域の観光施設や交通のバリアフリー化を支援します！  
～島しょ地域のバリアフリー化補助金の募集開始～

島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金

● 補助対象
Ａ 施設（飲食店、小売店、その他観光関連施設）
Ｂ 車両（宿泊施設送迎車、ツアーガイド車両、レンタカー等）

● 補助率等

● 募集期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）
● 申請手続 （公財）東京観光財団ホームページ

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/shima-barrier-free/
 ※申請書類や手続等は、令和８年４月１日以降に掲載いたします

島しょ地域のバリアフリー化促進アドバイザー派遣
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https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/shima-barrier-free/


アドバイザーによる助言の例

 各施設や車両に求められる効果的なバリアフリー化（改修や備品購入等）の手法
 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金の利用方法 など

アクセシブルツーリズム・ポータルサイトでは、
観光のバリアフリー情報等を集約し、発信しています。
あわせてご参照ください。

本件は、「2050東京戦略」
を推進する取組です。

戦略１４ 観光「観光の更
なる発展」

▲2050東京戦略

〈スロープ〉

＜飲食店、小売店、その他観光関連施設＞

＜宿泊施設送迎車、ツアーガイド車両、レンタカー等＞
〈店舗出入口のスロープ〉 〈車椅子使用者用トイレ〉

〈車椅子ごと乗れるリフト装置〉

島しょ地域のバリアフリー化促進アドバイザー派遣

● 利用回数 １事業者あたり最大３回まで
 ※ オンラインや電話でのアドバイスも行います

● 申込期間 令和８年４月１日（水）～ 令和９年３月１９日（金）

● ホームページ https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/free3/

（参考）バリアフリー化支援の例

利用
無料！

● 申込フォーム https://forms.gle/9hRELBYXx4UaGUQN7

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/free3/
https://forms.gle/9hRELBYXx4UaGUQN7
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